
（注１）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。

（注２）　特別支援学校の高等部は対象外です。また、条件によっては給付対象とならない場合があります。

（注３）　基準日７月１日に休学等している場合は給付の対象外です。

（注４）　就学支援金制度（新制度）及び学び直し支援金制度（新制度）とは、令和8年度の制度改正により見直されたものを指します。

対象の高校生等の在学校は？

京都府奨学のための給付金 対象確認シート

（一部早期給付申請２回目含む）

保護者の居住地の都道府県に

お問合せください

該当しません

保護者等全員の住民税

所得割額

100円以上

105,500円未満

給付額
(年額)

「32，300円」

給付額
(年額)

「50,500円」

給付額
(年額)

「143,700円」

NO

通信制

YES

YES

対象の高校生等は、７月１日現在、高等学校等就学支援金の支給対象校に在籍していますか？(注２・３)

YES NO

保護者等全員の令和８年度「道府県民税所得割額」及び「市町村民税所得割額」（住民税所得割額）

が非課税ですか？

NOYES

７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか？

対象の高校生等の

在学校は？

NO

該当しません

対象の高校生等は、児童福祉法に基づく児童入所措置費等の支給対象者ですか？

YESNO

保護者等（注１）の居住地は京都府内ですか？

全日制・

定時制

給付額
(年額)

「16,830円」

保護者等全員の住民税

所得割額

105,500円以上

182,500円未満

対象の高校生等の

在学校は？

通信制
全日制・

定時制
通信制

全日制・

定時制

給付額
(年額)

「35,930円」

給付額
(年額)

「47,900円」

給付額
(年額)

「12,630円」

就学支援金(新制度) または

学び直し支援金(新制度)

の対象者ですか？(注４)

NO 該当しません

対象の高校生等は日本国籍ですか？

NO

YES


